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２．４行政権限の行使等 

 

１）立入調査 

高齢者の生命または身体に関わる事態が生じているおそれがあるにもかかわらず、 

調査や介入が困難な場合には、緊急的な対応措置として、行政権限が認められている 

立入調査の実施について検討する必要があります。 

 

ア. 立入調査の法的根拠・要件 

高齢者虐待により高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると 

認められるときは、市長は、担当部局の職員や、直営の地域包括支援センターの職員に、 

虐待を受けている高齢者の居所に立ち入り、必要な調査や質問をさせることができると 

しています（高齢者虐待防止法第１１条第１項）。立入調査は、高齢者虐待防止法第 

１７条に規定する委託事項には含まれないことから、立入調査を行うのは、市または 

市直営の地域包括支援センターに限られます。 

 

この「高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる 

とき」の要件は、十分な事実確認ができないことから立入調査の権限を行使するため、 

これまでの経過や関係機関からの調査の範囲において、要件があるかどうかを判断すれ 

ば足りるものであり、重大な危険が生じていることについての明確な根拠までを求める 

ものではありません。 

たとえば、 

・本人の姿が長期にわたって確認できず、従来の受診歴やサービス利用歴から、 

本人の状態が危惧されるとき 

・過去に虐待歴や虐待対応の経過があるなど、虐待の蓋然性
がいぜんせい

が高いにもかかわらず、 

養護者が訪問者に本人を会わせないなど非協力的な態度に終始しているとき 

・本人が居室内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような 

状況下で本人を生活させたり、管理していると判断されるとき 

 などです。 
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市長は、立入調査の際に必要に応じて適切に、高齢者の住所又は居所の所在地を 

管轄する警察署長に対し援助を求めることができるとされています（高齢者虐待防止法 

第１２条第 1 項）。 

また、正当な理由がなく立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または質問に対し 

て答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁させず、若しくは虚偽 

の答弁をさせた者は、３０万円以下の罰金に処せられることとなっています（高齢者 

虐待防止法第３０条）。 

 

イ. 立入調査の制約 

立入調査には、実施上の制約があること踏まえたうえで、立入調査の要否や方法、 

警察等関係機関への援助依頼の要否、タイミングや内容等を組織的に判断する必要が 

あります。 

例えば、養護者等が立入調査を拒否し施錠してドアを開けない場合、鍵やドアを 

 壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がない以上、これをできるとは解されて 

 いません。 

このように、立入調査の権限を発動しても無条件に居所に立ち入れるわけではなく、 

あらかじめ立入調査を執行するための準備（例えば、親族や知人・近隣住民等の協力 

を得て玄関を開けるように説得する、出入りする時間帯をチェックする、ドアを確実 

に開けてもらうための手段や人物を介在させる等）を綿密に行うことが必要です。 

 

ウ. 立入調査の要否の判断 

市や関係者からのアプローチ、親族・知人・近隣住民等を介することにより養護者や 

高齢者とコンタクトがとれると判断した場合には、その方法を優先する方が効果的です。

しかし、それらの方法でコンタクトする手立てがなく、かつ高齢者の安否が気遣われ 

るような場合は、立入調査権の発動を検討する必要があります。その際は、タイミング 

や状況、関係者の協力などを総合的に勘案して決定することが必要となります。 

※立入調査は、強制力の行使にあたることから、その要否については、市担当部署 

の管理職が出席する会議で判断することが重要です。要否の判断にあたっては、 

それまでに様々な手段で高齢者の生命や身体の安全確認を試みたが確認できず、 

他に手段がないことを、組織内で確認することが必要です。 
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立入調査の要否を判断するための確認事項の例 

 

① 訪問者 

担当の介護支援専門員や訪問介護員、主治医などへの同行依頼あるいは紹介依頼、 

担当の民生委員、親交のある親族などへの同行依頼などを工夫したか。 

② 訪問場所 

事前の情報収集により、高齢者が介護保険サービスを利用していたり、定期的に 

医療機関を受診していることが明らかになった場合には、介護保険サービス事業所や 

医療機関で高齢者から聞き取りを行うなどの、柔軟な対応を行ったか。 

③ 訪問日時 

事前の情報収集により、高齢者や養護者が在宅または不在の日時を確認し、日時を 

変えながら訪問を重ねる、あるいは近隣の方の協力を得て、家の灯りがついたら訪問 

するなどの工夫をしたか。 

 

 

※立入調査の要件を満たすためには、上記のような様々な工夫を重ねてもなお、 

高齢者の生命や身体の安全を確認することができなかった、ということが根拠と 

して確認できることが必要になります。実施した訪問すべてについて、訪問日時と 

その結果を正確に記録に残していく（例「〇月〇日〇時訪問 留守で会えず」） 

ことが求められます。 

立入調査が必要と判断される状況の例と照らして、「立入調査の実施」または 

「事実確認の継続」について判断を行います。 

 

出典：社団法人 日本社会福祉士会、市町村・地域包括支援センター・都道府県のため 

   の養護者による高齢者虐待対応の手引き、2011、Ｐ117-118 
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エ. 立入調査の事前準備 

立入調査の実施に当たっては、事前に綿密な準備を行う必要があります。 

・立入調査は、実施するタイミングが重要であり、事前に行った訪問調査の結果や 

高齢者、養護者等の生活状況に関する情報を整理し、関係者の協議に基づく判断 

が必要になります。 

例）高齢者と養護者が共に在宅しているときに実施する。 

養護者が外出しているときに実施する等 

・立入調査の執行について、養護者等には事前に知らせる必要性はありません。 

・立入調査を実施するにあたり、高齢者の状況（例：安全に暮らしている、衰弱 

している、死亡している等）や養護者等の態度など、様々な状況が予測されます。 

同行者と役割分担、対応、関係機関との連携などを具体的にシミュレーションして 

おくことが重要です。 

・同行者と役割分担の確認、確認事項の整理等を行う必要があります。 

・養護者がドアを開けないなど拒否的な場合は、親族や知人・近隣住民等の協力を 

得て玄関を開けるように説得したり、住居への立入りが許されている親族の立ち 

会いを依頼したり、不測の事態や緊急事態が予測される場合は、あらかじめ警察 

署長への援助要請を行うことが重要です。 

 

オ. 立入調査における関係機関との連携 

①警察との連携 

高齢者虐待防止法では、警察署長への援助要請等についての規定が設けられており、 

高齢者の生命または身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、 

援助を求めることができるとされています（高齢者虐待防止法第１２条第 1 項）。 

立入調査を行う際に、養護者から物理的な抵抗を受けるおそれがあるなど市職員 

だけで職務執行をすることが困難であり、警察の援助が必要である場合は、所轄の 

警察署長あてに援助依頼書を提出し、状況の説明や立入調査に関する事前協議を 

行います。 
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②その他の関係者との連携 

養護者に精神的な疾患が疑われる場合は、保健所や保健センター、精神保健福祉 

センターと連携し、精神保健福祉相談員の同行が考えられます。なお、事前の情報 

によっては入院を要する事態も想定し、精神保健指定医による診察や入院先の確保 

などをあらかじめ行っておく必要があります。 

養護者や家族と関わりのある親族等に同行や立会いを求めることが有効な場合が 

ありますが、いずれの場合でも事前に周到な打ち合わせを行い、種々の事態を想定 

した柔軟な役割分担を決めておくことが必要です。 

 

カ. 立入調査の執行手順 

①立入調査の執行にあたる職員 

・予測される事態に備え、複数の職員を選任します。 

・立入調査を行う全職員が、身分証明書を携帯します。 

・担当職員を基本に、入院等の必要性を的確に判断できる医療職の同行も有効です。 

・直営の地域包括支援センターの職員が行う場合は、市の担当部署の職員も同行 

するようにします。 

 

②立入調査時の対応と留意点 

立入調査は、法律に基づく行政行為であることを説明し、冷静な対応を心がけます。

そのうえで、立入調査の目的や確認したい事項、立入調査権を発動した理由などに 

ついて誠意を持って説明します。 

また、高齢者に対しても訪問した理由を説明し、安心感を与えることが必要です。 

 

③高齢者の生命や身体の安全確認と保護の判断と実行 

高齢者の身体的な外傷の有無や程度、健康状態、養護者等に対する態度、脅えの 

有無などを観察するとともに、同行の医療職による身体状況を確認します。高齢者 

から話を聞くことができる場合は、養護者から離れた場所で聴取します。 

高齢者の居室内の様子に注意を払い、不衛生・乱雑であるなどの特徴的な様相が 

あれば、高齢者の同意を得たうえで写真等の活用を含めて記録しておきます。高齢 

者の心身の状態、養育者の態度、室内の様子等総合的に判断して、高齢者の生命や 
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身体に関わる危険が大きい場合は、緊急入院や老人福祉法による措置を通じて、 

緊急に高齢者と養護者を分離しなければならないことを伝え、実行に踏み切ることが 

必要です。 

 

④緊急に高齢者と養護者の分離が必要ではないと判断された場合 

緊急に高齢者と養護者を分離することの必要が認められない場合は、養護者の心情 

  に配慮したフォローを十分に行うことが必要です。なお、緊急の対応が不要になった 

  としても、高齢者及び養護者が支援を要すると判断される場合は、継続的に関わりを 

持つことが必要となります。各機関におけるサービスの説明や、必要に応じて随時 

相談に乗ることを伝え、支援につなげやすい環境を作ることが必要です。 

 

キ. 調査記録の作成と関係書類等の整備 

・立入調査の執行後は、調査記録を作成します。ここで記載した事実をもとにコア 

メンバー会議において、虐待の有無や緊急性の判断、深刻度の判断を行うことが 

求められます。 

・関係書類については、高齢者の外傷の状況記録や、医師の診断書、調査に同行した 

関係者による記録などの入手、保存に努め、調査記録と共に整備しておくことが 

重要です。 


